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(57)【要約】
本発明は、車両（１２）と、車両固定の支持構造体（１
８）上で旋回機構（２０）を介して旋回可能であるコン
クリート配送ブーム（２２）と、作業位置で支持構造体
（１８）を支持するための、支持構造体（１８）に配置
された複数の支持脚（２８、３０）とを備えた、移動式
作業機械に関し、作業位置からの支持構造体（１８）の
回転振れを相殺するように形成された相殺装置（３２）
を備え、この相殺装置が回転振れを認識するための検出
ユニット（４８）を備え、かつそれぞれアクチュエータ
（４２）を介して少なくとも１本の支持脚（２８）に対
して回転振れを低減するように作用する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（１２）と、車両固定の支持構造体（１８）と、この支持構造体上で旋回機構（２
０）を介して旋回可能であるブーム、特にコンクリート配送ブーム（２２）と、作業位置
で前記支持構造体（１８）を支持するための、前記支持構造体（１８）に配置された複数
の支持脚（２８、３０）とを備えた、移動式作業機械、特にコンクリートポンプ車におい
て、
　作業位置からの前記支持構造体（１８）の回転振れを相殺するように形成された相殺装
置（３２）を備え、この相殺装置が回転振れを認識するための検出ユニット（４８）を備
え、かつそれぞれアクチュエータ（４２）を介して少なくとも１本の前記支持脚（２８）
に対して回転振れを低減するように作用することを特徴とする移動式作業機械。
【請求項２】
　前記検出ユニット（４８）が運動センサ（４６）、特に回転振れ、特にヨー振動を検出
するための加速度センサまたはヨーレートセンサを備えていることを特徴とする請求項１
に記載の移動式作業機械。
【請求項３】
　前記検出ユニット（４８）が好ましくは前記車両（１２）の後部に配置された加速度セ
ンサを備えていることを特徴とする請求項１または２に記載の移動式作業機械。
【請求項４】
　前記検出ユニット（４８）が前記コンクリート配送ブーム（２２）の旋回時に前記支持
構造体（１８）に加えられる回転モーメントを直接的にまたは間接的に検出するための測
定機器（４４）を備えていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の移動
式作業機械。
【請求項５】
　前記検出ユニット（４８）が前記旋回機構（２０）の範囲内に配置された変形センサ、
特にひずみ計を備えていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の移動式
作業機械。
【請求項６】
　前記検出ユニット（４８）が前記ブーム（２２）の運転パラメータおよび／または前記
車両（１２）上に配置された搬送ポンプ（２６）の運転パラメータから制御量を導き出す
ためのプロセッサを備えていることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の移
動式作業機械。
【請求項７】
　前記検出ユニット（４８）が、前記支持脚（２８）の油圧支持シリンダの縦方向に作用
する支持力を検出するための支持力センサ（４０）を備えていることを特徴とする請求項
１～６のいずれか一項に記載の移動式作業機械。
【請求項８】
　前記相殺装置（３２）が外乱変数フィードフォワード制御システムを有するコントロー
ラ（５８）を備え、外乱変数フィードフォワード制御システムが前記ブーム（２２）の操
作および／または前記車両（１２）上に配置された搬送ポンプ（２６）の操作から生じる
外乱変数と、前記検出ユニット（３２）から発生させられた外乱変数とを検出し、コント
ローラ入力部に案内することを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の移動式作
業機械。
【請求項９】
　前記アクチュエータ（４２）が前記支持構造体（１８）と前記支持脚（２８）との間に
配置された油圧シリンダ（３４）を備え、この油圧シリンダ（３４）が前記支持構造体（
１８）に接する移動位置と前記支持構造体（１８）から突出する支持位置との間で前記支
持脚（２８）を揺動させるように形成されていることを特徴とする請求項１～８のいずれ
か一項に記載の移動式作業機械。
【請求項１０】



(3) JP 2018-526692 A 2018.9.13

10

20

30

40

50

　前記検出ユニット（４８）が前記油圧シリンダ（３４）に接続された少なくとも１個の
圧力センサ（６０）を有することを特徴とする請求項９に記載の移動式作業機械。
【請求項１１】
　前記検出ユニット（４８）が前記油圧シリンダ（３４）のシリンダ長さを検出する測定
機器を備えていることを特徴とする請求項９または１０に記載の移動式作業機械。
【請求項１２】
　前記アクチュエータ（４２）が前記油圧シリンダ（３４）の底側およびロッド側に接続
された方向制御弁（６２）を有することを特徴とする請求項９～１１のいずれか一項に記
載の移動式作業機械。
【請求項１３】
　充填ホッパ（２４）と前記コンクリート配送ブーム（２２）との間に配置され、好まし
くは二シリンダ－ピストンポンプとして形成されたコンクリート搬送ポンプ（２６）を備
えていることを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載の移動式作業機械。
【請求項１４】
　作業位置で前記車両（１２）の車輪が地面から持ち上げられていることを特徴とする請
求項１～１３のいずれか一項に記載の移動式作業機械。
【請求項１５】
　車両（１２）上に設置された支持構造体（１８）が作業位置において複数の支持脚（２
８、３０）を介して支えられ、ブーム（２２）が支持構造体（１８）上で旋回機構（２０
）を介して上下軸線回りに旋回させられる、請求項１～１４のいずれか一項に記載の移動
式作業機械、特にコンクリートポンプ車を運転するための方法において、
　作業位置からの前記支持構造体（１８）の回転振れが相殺装置（３２）によって停止さ
れ、前記相殺装置（３２）がアクチュエータ（４２）を介して少なくとも１本の支持脚（
２８）に作用することを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記支持構造体（１８）の回転振れが相殺装置（３２）の検出ユニット（４８）によっ
て検出され、回転振れを低減するために、前記アクチュエータ（４２）を介して逆モーメ
ントが少なくとも１本の支持脚（２８）に発生させられることを特徴とする請求項１５に
記載の方法。
【請求項１７】
　前記相殺装置（３２）が外乱変数フィードフォワード制御システムを有するコントロー
ラ（５８）によって形成され、前記外乱変数フィードフォワード制御システムによって、
前記コンクリート配送ブーム（２２）および／または搬送ポンプ（２６）の操作から生じ
る外乱変数と、前記検出ユニット（３２）から発生させられる外乱変数が検出され、かつ
コントローラ入力部に案内されることを特徴とする請求項１５または１６に記載の方法。
【請求項１８】
　アクチュエータ（４２）として、移動位置と支持位置との間で支持脚（２８）を水平に
揺動させるように設置された油圧シリンダ（３４）が使用されることを特徴とする請求項
１５～１７のいずれか一項に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両と、車両固定の支持構造体上で旋回機構を介して旋回可能であるコンク
リート配送ブームと、作業位置で支持構造体を支持するための、支持構造体に配置された
複数の支持脚とを備えた、移動式作業機械、特にコンクリートポンプ車に関する。本発明
はさらに、このような移動式作業機械を小さな振動で運転するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の移動式コンクリートポンプの場合には（特許文献１）、支持構造体がトラック
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シャシのフレーム上に載置される。支持構造体はそのブーム架台または旋回機構が配送ブ
ームと支持脚との間のインターフェースを形成する。その際、配送ブームから生じた負荷
モーメントはブーム架台を介して支持脚に分配され、基礎に伝達される。移動式コンクリ
ートポンプの場合には、前側に２本のテレスコープ状支持脚を備え、後側に外へ揺動可能
な２本の支持脚を備えている支持構造体が特に有利である。益々軽量構造で形成される部
品に基づいて、振動が益々大きな問題となってきている。ブーム運動のほかに、搬送ポン
プの運動とコンクリート流れの方向変更によって、外乱モーメントが発生する。この場合
、充填ホッパを備えたリヤ構造体が後方へ大きく突出していると不利である。作業位置に
おいて、支持脚の油圧シリンダは一般的に両側に繰り出される。従来は、圧油供給が配送
ブームに切換えられる前に、いわゆる運転交替弁によって油圧シリンダが先ず最初にロッ
クされる。傾動を回避するために、車輪は地面に接触しないで、支持脚を介して持ち上げ
られるようにすべきである。しかし、この配置構造では、ヨー強度が最も小さい。支持脚
の遊びと、ねじり棒のように作用する支持脚の長い曲げ構造とによって、ヨー運動が大き
くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２４６４４７Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これから出発して、本発明の根底をなす課題は、従来技術で知られている作業機械とそ
の運転方法をさらに改良し、作業位置における支持構造体の運動を最小限に抑えるための
手段を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この課題を解決するために、請求項１または１５に記載した特徴組合わせが提案される
。本発明の有利な実施形態と発展形態は従属請求項から明らかである。
【０００６】
　本発明は、制御技術的手段によって不所望な振れを低減するという思想から出発してい
る。従って、本発明では、作業位置からの支持構造体の回転振れを相殺するように形成さ
れた相殺装置が提案され、この相殺装置は回転振れを認識するための検出ユニットを備え
、回転振れを低減するためのそれぞれのアクチュエータを介して少なくとも１本の支持脚
に作用している。それによって、軽量構造の場合にも、大きなヨー強度が達成可能である
。これは既存の部品を利用して、従ってほとんど重量に影響を及ぼさずに、最小のハード
ウェアコストで実現可能である。
【０００７】
　検出ユニットが回転振れ、特にヨー振動を検出するための運動センサを備えていると有
利であり、それによって動的状態を正確に知ることができる。
【０００８】
　時間挙動の改良された分析を可能にするために、検出ユニットが好ましくは車両の後部
において合目的には充填ホッパの範囲に配置された加速度センサを備えていると有利であ
る。
【０００９】
　検出ユニットがコンクリート配送ブームの旋回時に支持構造体に加えられる回転モーメ
ントを直接的にまたは間接的に検出するための測定機器を備えていることにより、支持構
造体の不所望な回転振れに対するブーム運動の影響を制御技術的に考慮することができる
。
【００１０】
　これに関連して、検出ユニットが旋回機構の範囲内に配置された変形センサ、特にひず



(5) JP 2018-526692 A 2018.9.13

10

20

30

40

50

み計を備えていると特に有利である。
【００１１】
　影響パラメータを間接的に利用するために、検出ユニットがブームおよび／または搬送
ポンプの運転パラメータから制御量を導き出すためのプロセッサを備えていると有利であ
る。
【００１２】
　アクチュエータの作用状態を検出するために、検出ユニットが、支持脚の油圧支持シリ
ンダの縦方向に作用する支持力を検出するための支持力センサを備えていることが望まし
い。
【００１３】
　むだ時間を短縮するためにきわめて有利な実施形態では、相殺装置が外乱変数フィード
フォワード制御システムを有するコントローラを備え、外乱変数フィードフォワード制御
システムがコンクリート配送ブームおよび／または搬送ポンプの操作から生じる外乱変数
を検出し、コントローラ入力部に案内する。
【００１４】
　閉ループ制御回路または開ループ制御回路のための既存の構造を利用するために、アク
チュエータが支持構造体と支持脚との間に配置された油圧シリンダを備え、この油圧シリ
ンダが支持構造体に接する移動位置と支持構造体から突出する支持位置との間で支持脚を
揺動させるように形成されていると有利である。
【００１５】
　検出ユニットが油圧シリンダに接続された少なくとも１個の圧力センサを有し、アクチ
ュエータが油圧シリンダの底側とロッド側に接続された方向制御弁を備えていると一層改
善される。
【００１６】
　検出ユニットが油圧シリンダのシリンダ長さを検出する測定機器を備えていてもよい。
それに基づいて、振動相殺のための長さ制御を行うことができる。この場合、加えるべき
モーメントを変位信号に換算することが望ましい。
【００１７】
　コンクリートポンプ車としての有利な実施形態では、充填ホッパとコンクリート配送ブ
ームとの間に接続配置され、好ましくは二シリンダ－ピストンポンプとして形成されたコ
ンクリート搬送ポンプが設けられている。この場合、相殺装置によって、不所望な充填ホ
ッパ振動の振幅縮小が達成可能である。
【００１８】
　傾動の危険を低減するために、作業位置で車両の車輪が地面から持ち上げられていると
有利である。
【００１９】
　方法の観点から、冒頭で述べた課題は、作業位置からの支持構造体の回転振れが相殺装
置によって停止され、相殺装置がアクチュエータを介して少なくとも１本の支持脚に作用
することによって解決される。
【００２０】
　制御技術的に介入するために、支持構造体の回転振れが相殺装置の検出ユニットによっ
て検出され、この検出ユニットから生じる外乱変数から、回転振れを低減するために、ア
クチュエータを介して逆モーメント（逆トルク）が少なくとも１本の支持脚に発生させら
れると有利である。
【００２１】
　制御の質を改善するために、相殺装置が外乱変数フィードフォワード制御システムを有
するコントローラによって形成され、外乱変数フィードフォワード制御システムによって
、コンクリート配送ブームおよび／または搬送ポンプの操作から生じる外乱変数が検出さ
れ、かつコントローラ入力部に案内されるときわめて有利である。
【００２２】
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　既存の支持脚構造体を制御技術的に利用するために、アクチュエータとして、移動位置
と支持位置との間で支持脚を水平に揺動させるように設置された油圧シリンダが使用され
ることが望ましい。
【００２３】
　次に、図示した実施形態に基づいて本発明を詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】支持脚とコンクリート配送ブームが繰り出した作業位置にあるコンクリートポン
プ車の簡略化した平面図である。
【図２】作業位置でのヨーイングを低減するための相殺装置の検出ユニットのブロック図
である。
【図３】相殺装置のコントローラのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１に示したコンクリートポンプ車１０は、運転室１４とシャシ１６とを有する運搬車
両１２と、上部構造物フレームまたは支持構造体１８と、旋回機構２０によって上下軸線
回りに旋回可能である、複数の部分からなるコンクリート配送ブーム２２と、充填ホッパ
２４とコンクリート配送ブーム２２との間に接続配置されかつ二シリンダ－ピストンポン
プとして形成された、液状コンクリートを搬送するための搬送ポンプ２６と、コンクリー
ト打ち作業のための作業位置で支持構造体１８を支持するための複数の支持脚２８、３０
とを備えている。さらに、コンクリート打ち作業での支持構造体１８の不所望な回転振れ
またはヨー振動の相殺を可能にするために、図１に象徴的に示した相殺装置３２が設けら
れている。
【００２６】
　図示した支持構造では、後側の支持脚２８が揺動脚として、それぞれ油圧シリンダ３４
によって、支持構造体１８に接する移動位置とこの支持構造体から張り出す支持位置との
間で水平方向に揺動可能であり、一方、前側の支持脚３０がその支持位置へ伸長可能であ
る。
【００２７】
　油圧シリンダ３４は底側が支持構造体１８に枢着され、ロッド側が支持脚２８の水平な
揺動アーム３６に枢着されている。それによって、油圧シリンダ３４は、車両上下軸線回
りの意図しない回転振れを生じないようにするために、相殺装置３２のアクチュエータ４
２としての働きもすることができる。
【００２８】
　支持位置ではその都度、車輪が地面から浮くまで、支持足部３８を垂直方向下方に油圧
で繰り出すことができる。その際、支持力Ｆｓは力センサ４０によって検出可能である。
【００２９】
　配送ブーム２２の旋回の際、支持構造体１８のヨー運動が発生する。このヨー運動は充
填ホッパ２４の大きな振れを生じることになり、一般的に機械操作人にとって不快に感じ
られる。この運動の原因は曲げ弾性的およびねじれ弾性的な支持脚２８、３０である。支
持構造体１８をヨーイングさせることになるモーメントは、油圧シリンダ３４を用いて逆
モーメントを適切に加えることによって相殺することが可能である。
【００３０】
　これを可能にするために、ブーム旋回時に旋回機構２０に加えられる回転モーメントＭ

ＤＷを直接的または間接的に検出するための測定機器４４が旋回機構２０に設けられてい
る。その代わりにまたはそれに補足して、運動センサ４６、特に水平方向加速度ｄ２ｘ／
ｄｔ２を検出するための加速度センサが充填ホッパ２４に配置されている。
【００３１】
　旋回機構２０の負荷モーメントＭＤＷを直接測定するためには、変形を測定し、さらに
モーメントを推定する必要がある。変形を長さの変化として測定するためには、いろいろ
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な測定方法が考えられる：ひずみゲージ、弦伸びセンサ、ドローワイヤセンサ、ピエゾ素
子、誘導式変位計、磁気ひずみ測定または干渉測定、三角法または超音波。上記のいろい
ろな測定方法の場合、測鎖が一度校正され、そして回転モーメントが測定される。
【００３２】
　さらに、モーメントＭＤＷを間接的に測定することができる。そのために、旋回機構２
０のモータの油圧が測定され、油温度、保持ブレーキおよび他の外乱の影響に関する推定
に基づいてモーメントＭＤＷが計算される。
【００３３】
　負荷回転モーメントＭＤＷは電子式プロセッサによる制御命令からも計算可能である。
弁の位置、ブーム位置、ひいては慣性モーメントおよび伝動装置伝達比や旋回機構モータ
の押しのけ容積のような構造的な設計値は基本的には、加えられた回転モーメントの計算
を可能にする。
【００３４】
　搬送ポンプ２６の圧送プロセスから生じる影響のために、反作用プロセスを前もって相
殺装置３２にプログラミングし、そして正しい時点で開始することができる。ポンプ圧送
衝撃の時点、圧送速度および管切替速度のような必要な情報は、制御機器によって設定ま
たは監視され、従って利用可能である。一般的に外乱変数（圧送プロセス、ブーム旋回）
はその発生前に既に知られているので、前もって負荷を計算し、その発生前に対策を講じ
ることができる。
【００３５】
　図２は相殺装置３２の検出ユニット４８における負荷外乱変数の処理を示している。検
出された加速度値ｄ２ｘ／ｄｔ２から、速度ｄｘ／ｄｔと振幅ｘが入力値として求められ
る。ゼロが目標値としてそれぞれの比較器５０に供給される。その後にそれぞれ、速度と
振幅を比例増幅する増幅素子５２が設けられている。付加的に、回転モーメントＭＤＷが
同様に比例増幅される。これらの入力値は加算個所５４で加算される。演算素子５６では
、油圧シリンダ３４で調節すべき対向力に関する目標値または入力外乱変数Ｆｚ１、Ｆｚ
２が求められる。その際、支持力Ｆｓも考慮される。好ましくは、関連する支持脚３８が
地面から浮いているときは、油圧シリンダ３４によって力が加えられない。
【００３６】
　相殺装置３２の作用は支持構造体１８でのモーメントつりあいの調節に基づいている。
モーメントの位置に関係なく、静的状態となるようにするためには、モーメントの合計が
ゼロでなければならない。すなわち、運動が発生せず、負荷は時間と無関係である。すな
わち、支持構造体に加えられた回転モーメントがこのようにして相殺されると、支持構造
体は静止する。これはヨー運動につながるすべてのモーメントについて当てはまる。
【００３７】
　一例として、ブーム旋回の結果として支持構造体１８に加えられるモーメントＭＤＷに
ついて考察する。このモーメントは支持構造体１８を回転させようとする（ヨー運動）。
逆モーメントが油圧シリンダ３４によって加えられる。２個のシリンダが設けられている
ので、逆モーメントはこのシリンダに分配され、それぞれ有効てこ腕ａに掛けられるシリ
ンダ力Ｆｚ１またはＦｚ２として生じる。ここで、簡単にするために、同じてこ腕を有す
る両支持脚２８が力を地面に伝達し、それによって両支持脚は相殺のために均等に使用可
能であると仮定する。次のようになると、つりあいがとれる。
　　　（Ｆｚ１＋Ｆｚ２）×ａ－ＭＤＷ＝０
【００３８】
　励起回転モーメントを相殺するための力を油圧で加える代わりに、電気的（例えばスピ
ンドル装置）または磁気的（例えば制御式電磁石）に力を発生してもよい。
【００３９】
　図３は、油圧シリンダ３４を制御するための相殺装置３２の制御回路を示している。こ
の制御回路は検出ユニット４８による外乱変数フィードフォワード制御システムを有する
コントローラ５８を備えている。各シリンダ３４が加える力は、圧力センサ６０によって
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測定された圧力と、ピストン側とロッド側の面積によって決定することができる。この実
際値はコントローラ５８で目標値と比較される。制御偏差に相応して、方向制御弁６２が
操作される。この方向制御弁はポンプ６４からの圧油で油圧シリンダ３４の底側とロッド
側を付勢する。
 

【図１】

【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月1日(2017.5.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（１２）と、車両固定の支持構造体（１８）と、この支持構造体上で旋回機構（２
０）を介して旋回可能であるブーム、特にコンクリート配送ブーム（２２）と、作業位置
で前記支持構造体（１８）を支持するための、前記支持構造体（１８）に配置された複数
の支持脚（２８、３０）とを備えた、移動式作業機械、特にコンクリートポンプ車におい
て、
　作業位置における前記支持構造体（１８）のヨー振動を相殺するように形成された相殺
装置（３２）を備え、この相殺装置がヨー振動を認識するための検出ユニット（４８）を
備え、かつそれぞれアクチュエータ（４２）を介して少なくとも１本の前記支持脚（２８
）に対してヨー振動を低減するように作用することを特徴とする移動式作業機械。
【請求項２】
　前記検出ユニット（４８）が運動センサ（４６）、特にヨー振動を検出するための加速
度センサまたはヨーレートセンサを備えていることを特徴とする請求項１に記載の移動式
作業機械。
【請求項３】
　前記検出ユニット（４８）が好ましくは前記車両（１２）の後部に配置された加速度セ
ンサを備えていることを特徴とする請求項１または２に記載の移動式作業機械。
【請求項４】
　前記検出ユニット（４８）が前記コンクリート配送ブーム（２２）の旋回時に前記支持
構造体（１８）に加えられる回転モーメントを直接的にまたは間接的に検出するための測
定機器（４４）を備えていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の移動
式作業機械。
【請求項５】
　前記検出ユニット（４８）が前記旋回機構（２０）の範囲内に配置された変形センサ、
特にひずみ計を備えていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の移動式
作業機械。
【請求項６】
　前記検出ユニット（４８）が前記ブーム（２２）の運転パラメータおよび／または前記
車両（１２）上に配置された搬送ポンプ（２６）の運転パラメータから制御量を導き出す
ためのプロセッサを備えていることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の移
動式作業機械。
【請求項７】
　前記検出ユニット（４８）が、前記支持脚（２８）の油圧支持シリンダの縦方向に作用
する支持力を検出するための支持力センサ（４０）を備えていることを特徴とする請求項
１～６のいずれか一項に記載の移動式作業機械。
【請求項８】
　前記相殺装置（３２）が外乱変数フィードフォワード制御システムを有するコントロー
ラ（５８）を備え、外乱変数フィードフォワード制御システムが前記ブーム（２２）の操
作および／または前記車両（１２）上に配置された搬送ポンプ（２６）の操作から生じる
外乱変数と、前記検出ユニット（３２）から発生させられた外乱変数とを検出し、コント
ローラ入力部に案内することを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の移動式作
業機械。
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【請求項９】
　前記アクチュエータ（４２）が前記支持構造体（１８）と前記支持脚（２８）との間に
配置された油圧シリンダ（３４）を備え、この油圧シリンダ（３４）が前記支持構造体（
１８）に接する移動位置と前記支持構造体（１８）から突出する支持位置との間で前記支
持脚（２８）を揺動させるように形成されていることを特徴とする請求項１～８のいずれ
か一項に記載の移動式作業機械。
【請求項１０】
　前記検出ユニット（４８）が前記油圧シリンダ（３４）に接続された少なくとも１個の
圧力センサ（６０）を有することを特徴とする請求項９に記載の移動式作業機械。
【請求項１１】
　前記検出ユニット（４８）が前記油圧シリンダ（３４）のシリンダ長さを検出する測定
機器を備えていることを特徴とする請求項９または１０に記載の移動式作業機械。
【請求項１２】
　前記アクチュエータ（４２）が前記油圧シリンダ（３４）の底側およびロッド側に接続
された方向制御弁（６２）を有することを特徴とする請求項９～１１のいずれか一項に記
載の移動式作業機械。
【請求項１３】
　充填ホッパ（２４）と前記コンクリート配送ブーム（２２）との間に配置され、好まし
くは二シリンダ－ピストンポンプとして形成されたコンクリート搬送ポンプ（２６）を備
えていることを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載の移動式作業機械。
【請求項１４】
　作業位置で前記車両（１２）の車輪が地面から持ち上げられていることを特徴とする請
求項１～１３のいずれか一項に記載の移動式作業機械。
【請求項１５】
　車両（１２）上に設置された支持構造体（１８）が作業位置において複数の支持脚（２
８、３０）を介して支えられ、ブーム（２２）が支持構造体（１８）上で旋回機構（２０
）を介して上下軸線回りに旋回させられる、請求項１～１４のいずれか一項に記載の移動
式作業機械、特にコンクリートポンプ車を運転するための方法において、
　作業位置における前記支持構造体（１８）のヨー振動が相殺装置（３２）によって停止
され、前記相殺装置（３２）がアクチュエータ（４２）を介して少なくとも１本の支持脚
（２８）に作用することを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記支持構造体（１８）のヨー振動が相殺装置（３２）の検出ユニット（４８）によっ
て検出され、ヨー振動を低減するために、前記アクチュエータ（４２）を介して対向モー
メントが少なくとも１本の支持脚（２８）に発生させられることを特徴とする請求項１５
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記相殺装置（３２）が外乱変数フィードフォワード制御システムを有するコントロー
ラ（５８）によって形成され、前記外乱変数フィードフォワード制御システムによって、
前記コンクリート配送ブーム（２２）および／または搬送ポンプ（２６）の操作から生じ
る外乱変数と、前記検出ユニット（３２）から発生させられる外乱変数が検出され、かつ
コントローラ入力部に案内されることを特徴とする請求項１５または１６に記載の方法。
【請求項１８】
　アクチュエータ（４２）として、移動位置と支持位置との間で支持脚（２８）を水平に
揺動させるように設置された油圧シリンダ（３４）が使用されることを特徴とする請求項
１５～１７のいずれか一項に記載の方法。
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